
細 則≪稲荷台 3 丁目町内会館管理規約≪ 

（集会所の名称は稲荷台 3 丁目町内会館とする）       

        

（目 的）        

第1条 当町内会会員相互並びに青少年相互の親睦と地域住民の連帯、福祉教育の向上を図る為 

会館使用について、その管理運営に必要な事項を定める事を目的とする。   

 

（管理者）        

第 2 条 会館の管理は町内会理事があたり、管理担当者一人を理事会に置く。    

        

（使用時間）        

第 3 条 使用時間は、午前 8 時から午後 9 時迄とする。     

 但し、会長が予め必要があると認めた時は、これを変更することが出来る。   

        

（使用の制限）        

第 4 条 ① 特定の政党及び宗教並びに経済活動のために会館を使用する事を制限する。  

 ② 公徳、良俗に反する目的に使用する場合は、これを禁止する。    

        

（使用の申請）        

第 5 条 ① 会館を使用しようとする者は「使用申請書」を管理担当者に提出し町内会会長の 

承認を受けなければならない。       

 ② 前項の申請は使用日の 1 ヶ月前の日から受け付ける     

 ③ 使用順序は受付順とするが、町内会の緊急使用、会員の葬祭使用、会員の緊急避難使用、 

その他会長が必要と認める場合はこの限りでない。     

 

（使用料）        

第 6 条 会館の使用料は、次のとおりとする。       

    会 館 使 用 料 金 表 

区    分 使  用  料 

町内会活動 （注） 無   料 

官公庁が公益に使用する場合 無   料 

会員及びその家族が使用する場合 100 円（1 時間当たり） 

会員及びその家族が葬祭に使用する場合 3,000 円（1 日当たり） 

上記以外の場合 200 円（1 時間当たり） 

 

 

（注） 町内会活動とは、町内会会員が主体となって町内会会員及びその家族の文化・体育・福利の 

向上に努める為に行う活動を言い次のものを言う。     

  （１） 町内会総会・理事会。       



     （２） 町内会子供会、ふれあいの輪サポートクラブ。     

     （３） 町内の問題を会員が討議する集会等。     

         

（使用料納入及び使用義務）        

第 7 条 ① 使用承認を受けた者は原則として、使用当日管理担当者に使用料を納入すると同時に 

会館の鍵を受領するものとする。       

 ② 使用者は、承認書を携帯しておくものとする。     

 ③ 使用後は、直ちに机・座布団等を整理整頓してその場所を現状に複し、鍵を返還 

しなければならない。       

 ④ 使用者は、町内会理事の管理上必要な指示に従わなければならない。  

       

（管理担当者の職務）        

第 8 条 ① 管理担当者は、会館使用状況表を保管し使用についての事務等を行う。  

 ② 管理担当者は、事務引継の際備品台帳に基づき、備品・什器類を照合確認するものとする。 

        

（賠償の責任）        

第 9 条 使用者は使用の際、建物・什器設備及び備品等を故意に損壊又は亡失した時は、 

理事会の定める損害額を賠償しなければならない。     

  

 （清  掃）        

第 10 条 ① 会館の清掃については、使用者が使用後必ず行うものとする。   

 ② 定期的清掃は、町内会員全員で行うものとする。     

        

（会館経費）        

第 11 条 ① 会館の管理及び運営費は、町内会の一般会計により行うものとする。  

 ② 使用料納入金は、特別会計に組入れるものとする。     

     

（保険の加入）        

第 12 条 会館建物及び付属設備に対し、火災保険に加入するものとする。 

    

（改 廃）        

第 13 条 この規約の改正は、理事会の決議によるものとする。     

（本細則適用日）    

第 14 条 この規約は、昭和 61 年 4 月 1 日から適用する。     
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住　所 稲荷台３丁目　　　　ー

電　話 　　　（　　　　　）

使用日時：平成　　　年　　　　月　　　　日 　　時　　　　分　～　　時　　　　分

使用目的

使用料金 　　　　　円 受領印

鍵受領者 鍵返却確認

使用者　　　　　　　　　　　　　　　殿

使用日時：平成　　　年　　　　月　　　　日 　　時　　　　分　～　　時　　　　分

承認しました。

稲荷台３丁目町内会役員

下 記 の と お り 申 請 し ま す

切 取 線

会 館 使 用 承 認 書



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成14年6月改定

平成16年4月追加

利用者名 平成　　　　年　　　月　　　　日

１．　たばこの吸殻や、ゴミは持ち帰る。

２．　茶器、備品は元の場所に戻す。

３．　集会室内、トイレの掃除・片づけを行う。

４．　電気のブレーカーを切る。（必要箇所のみ）

５．　ガス器具の元栓を締める。（屋外栓は締めない）

６．　雨戸を閉めて、窓ガラスの鍵を掛ける。

７．　照明（室内、トイレ、玄関）のスイッチを切る。

８．　忘れ物がないか確認する。

９．　玄関の鍵を掛ける。

破損物： 数（　　　　　　　　）

ブレーカースイッチの切り方

※会館管理者の指示に従ってスイッチを切ってください。

　　(ブレーカー横に写真を貼ってあります）

分 分 分

主

分 分 分

会 館 使 用 後 の 点 検

下記の全項目について確認して下さい

確 認 事 項 確 認 （ ○ 印 ）


